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防災地域建設委員会資料 

令和５年９月 27 日・28 日 

防 災 部 消 防 総 務 課 

知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の 

一部を改正する条例について 

（高圧ガス保安法の改正に伴う市町村への事務の権限移譲） 

１．改正理由 

高圧ガス保安法に基づく事務のうち、高圧ガスの製造の許可、届出の受理、許可の取

消し、高圧ガス販売事業の届出の受理など 59 の事務について権限移譲計画に基づき市

町村（消防本部）に権限移譲している。 

高圧ガス保安法等の一部を改正する法律（令和４年法律第 74 号。以下「改正法」と

いう。）により、テクノロジーを活用しつつ、自立的に高度な保安を確保できる事業者

を経済産業大臣が認定する「認定高度保安実施事業者制度」が創設された。このことに

伴い、市町村に権限移譲する事務を追加する必要がある。 

また、現行の認定完成（保安）検査実施者制度（以下「現行認定制度」という。）が

３年後（令和８年度）に廃止されることに伴い、所要の改正を行う必要がある。 

２．条例の改正内容 

(1) 高圧ガス保安法に基づく事務のうち、認定高度保安実施事業者制度に係る次の事

務を市町村への権限移譲計画に基づき市町村に権限移譲すること。 

① 製造のための施設等の変更の工事又は製造の方法の変更の届出の受理 

② 危害予防規程の提出の要求 

(2) 現行認定制度の廃止に伴う規定の整理 

① 認定完成（保安）検査実施者に係る完成（保安）検査の記録の届出の受理の事務

を市町村に権限移譲している事務から削除すること。 

② その他規定の整理 

３．施行期日 

２の(1) 改正法の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日 

２の(2) 改正法の施行の日から３年後（令和８年度）の日（以下「現行認定制度の

廃止の日」という。） 

４．経過措置 

改正法の規定によりなお従前の例によることとされた現行認定制度の認定の有効期

間内における認定完成（保安）検査実施者の検査の記録の届出は、現行認定制度の廃止

の日以後（最長で 3.5 年間）も、引き続き市町村において処理する。 
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（別紙） 

高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の概要（条例改正関係） 

 

認定高度保安実施事業者制度の創設及び認定完成（保安）検査実施者制度の廃止 

⑴ 制度の比較 

   は２の⑴    は２の⑵ 

主な項目 【原則】 

  

【現行】 

認定完成（保安） 

検査実施者制度 

【新制度】 

認定高度保安 

実施事業者制度 

製造施設等の 

変更 

許可（法第14条第１項） 届出（法第39条の

21第１項） 

 重要なもの  

 軽微なもの 届出（法第14条第２項） 記録・保存（法第

39条の21第２項） 

完成検査 受検（法第20条

第３項） 

自ら検査した記録

の届出（法第39条

の11第１項） 

自ら検査した記録

の保存（法第39条

の22第２項） 

危害予防規程 届出（法第26条第１項） 要求があった場合

に提出（法第39条

の23） 

保安検査 受検（法第35条

第１項） 

自ら検査した記録

の届出（法第39条

の11第２項） 

自ら検査した記録

の保存（法第39条

の27第１項） 

 

⑵ 新制度への移行 

  

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

【現行】認定完成（保安）検査実施者制度 

【新制度】認定高度保安実施事業者制度 

経過措置 

改正法施行日

（R5.12頃） 

改正法附則 

第１条第４号施行日 

（R8.12頃） R12.6頃 

移行準備期間 
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防災地域建設委員会資料 

令和５年９月 27 日・28 日 

防災部防災危機管理課 

 

 

 

 

１． 島根県被災者生活再建支援制度の概要 

市町村が被災世帯に住宅の補修等に係る支援金を支給した場合に、県が当該市町

村に対して経費の５／１０を補助し、全市町村が共助により４／１０を負担する。

（被災市町村の負担は１／１０） 

 
２．支援額等 

被害程度 

（住家の損害割合） 
再建方法 最大支援額 

県負担額

(1/2) 

全壊（50％以上） 建設又は購入、補修、賃借 300万円 150万円 

大規模半壊 

（40％以上50％未満） 
建設又は購入、補修、賃借 250万円 125万円 

中規模半壊 

（30％以上40％未満） 
建設又は購入、補修、賃借 

100万円 

(実費上限) 
50万円 

半壊 

（20％以上30％未満） 
補修 

100万円 

(実費上限) 
50万円 

準半壊 

（10％以上20％未満） 
補修 

40万円 

(実費上限) 
20万円 

 

３．補正予算額    １２，２００千円 

  

４．専決処分日    令和５年７月２８日 

令和５年７月８日からの大雨災害に係る補正予算について 

- 5 -



【
第

9
1
号

議
案

】

一
般

会
計

(単
位

：
千

円
）

補
正

前
の

額
補

正
額

計

（
Ａ

）
（
Ｂ

）
（
Ａ

）
＋

（
Ｂ

）

1
,6

5
8,

2
3
0

1
6
,0

2
3

1
,6

7
4,

2
5
3

5
3
6,

0
1
6

1
0
,2

7
8

5
4
6,

2
9
4

2
,2

3
8,

3
7
1

6
1
,6

1
2

2
,2

9
9,

9
8
3

4
,4

3
2,

6
1
7

8
7
,9

1
3

4
,5

2
0,

5
3
0

令
和

５
年

度
島

根
県

一
般

会
計

補
正

予
算

（
第

５
号

）
［

関
係

分
］

歳
 
出

 
総

 
括

 
表

 
〔

防
災

部
〕

課
名

消
防

総
務

課

合
計

防
災

危
機

管
理

課

原
子

力
安

全
対

策
課

防
災

地
域

建
設

委
員

会
資

料
令

和
5

年
9

月
2

7
日

・
9

月
2

8
日

- 6 -



〔
一

般
会

計
〕

（
単

位
：
千

円
）

款
項

目

消
防

総
務

課
1
,6

5
8
,2

3
0

1
6
,0

2
3

1
,6

7
4
,2

5
3

【
財

源
】
一

般
財

源
：
1
6,

0
2
3

1
人

件
費

 一
般

職
給

与
（
一

般
管

理
費

）
2
6
,3

7
1

8
,5

0
1

3
4
,8

7
2

2
1

1

2
人

件
費

 一
般

職
給

与
（
防

災
総

務
費

）
9
2
,3

8
5

2
8
,9

4
1

1
2
1
,3

2
6

2
6

1

3
人

件
費

 一
般

職
給

与
（
工

鉱
業

総
務

費
）

2
9
,6

3
5

▲
 2

1
,4

1
9

8
,2

1
6

7
2

1

防
災

危
機

管
理

課
5
3
6
,0

1
6

1
0
,2

7
8

5
4
6
,2

9
4

【
財

源
】
一

般
財

源
：
1
0,

2
7
8

1
人

件
費

 一
般

職
給

与
（
防

災
総

務
費

）
8
4
,1

3
6

1
0
,2

7
8

9
4
,4

1
4

2
6

1

原
子

力
安

全
対

策
課

2
,2

3
8
,3

7
1

6
1
,6

1
2

2
,2

9
9
,9

8
3

【
財

源
】
国

：
5
7,

1
3
6　

一
般

財
源

：
4,

4
7
6

1
人

件
費

　
一

般
職

給
与

（
企

画
総

務
費

）
1
4,

3
86

8
,2

98
2
2,

6
84

2
2

1

2
人

件
費

　
一

般
職

給
与

（
公

衆
衛

生
総

務
費

）
5
0,

3
08

1
1,

4
52

6
1,

7
60

4
1

1

3
人

件
費

　
一

般
職

給
与

（
環

境
保

全
費

）
1
2
7,

9
80

▲
 1

5,
2
74

1
1
2,

7
06

4
5

2

4
島

根
原

子
力

発
電

所
設

置
に

伴
う

地
域

振
興

事
業

費
3
4
4,

2
15

7
,0

00
3
5
1,

2
15

2
2

2

5
原

子
力

安
全

対
策

事
業

費
6
7
6,

9
82

5
0,

1
36

7
2
7,

1
18

4
5

2

事
業

名
補

正
前

補
正

額
補

正
後

概
　

　
　

　
　

　
　

　
　

要
予

算
科

目

一
般

職
員

　
　

　
３

人
→

３
人

一
般

職
員

　
　

　
１

３
人

→
１

６
人

一
般

職
員

　
　

　
４

人
→

２
人

一
般

職
員

　
　

　
１

２
人

→
１

４
人

環
境

放
射

線
測

定
調

査
事

業
費

な
ど

の
増

一
般

職
員

　
　

　
２

人
→

３
人

一
般

職
員

　
　

　
７

人
→

８
人

一
般

職
員

　
　

　
２

０
人

→
１

７
人

原
子

力
発

電
施

設
等

立
地

地
域

基
盤

整
備

支
援

事
業

交
付

金
事

業
費

の
増

- 7 -



 

 

島根原子力発電所設置に伴う地域振興事業について 

 

１． 原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金の地域振興計画 

⑴ 交付金の概要 

① 目 的：原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金（再稼働な 

ど原子力発電施設等を取り巻く環境変化が立地地域等に与える 

影響を考慮して交付されるもの）を活用し、原子力災害時の避 

難の実効性の向上を図ると同時に、住民の生活利便性の向上や 

地域振興につながる取組を加速する事業を地域振興計画に基づ 

き実施 

② 交付限度額：１０億円 

③ 交 付 期 間：計画が国に承認された日の属する会計年度から三会計年度内 

           （令和５年度～７年度） 

⑵ 地域振興計画（案）の概要 

① 県事業：道路防災対策事業（交付金５億円） 

    ・県管理道路において、落石対策、舗装整備を実施 

      ※落石対策は令和６年度から実施  

② 市事業：原子力災害時の避難の実効性の向上を図る事業（交付金５億円） 

・配分額:松江市3億円､出雲市1億円､安来市0.5億円､雲南市0.5億円 

・市道の舗装整備、支障木伐採、側溝整備、橋りょう修繕等を実施 

※松江市、出雲市、雲南市は令和６年度から実施 

⑶ 事業スケジュール 

令和５年９月 地域振興計画（案）を国審査委員会にて審議 

10月 計画大臣承認、交付金交付申請予定   

12月 交付決定見込み 

 

２． 補正予算事業内容 

⑴ 県管理道路（２路線）の舗装整備          １０，０００千円 

⑵ 安来市が実施する事業（舗装整備１路線）への補助   ７，０００千円 

 

３． 補正予算額 

７，０００千円   ※２．⑴については、別途公共事業予算に計上 

 

防災地域建設委員会資料 

令和５年９月２７日・２８日                       

防災部原子力安全対策課 
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令和５年度島根県総合防災訓練について 

 

１．目的 

災害対策基本法第48条及び島根県地域防災計画に基づき、安来市との共催で住民及び

防災関係機関が参加する実動訓練を実施することにより、相互の協力・連携を強化する

とともに、地域防災力の向上及び防災意識の高揚を図る。 

 

２．日時 

令和５年 10 月 29 日（日）10:00～12:30 

 

３．会場 

中海ふれあい公園、伯太採石場、安来第一中学校、松江港、安来港及び中海 

 

４．内容 

梅雨前線停滞に伴う大雨を想定した住民の避難訓練及び被災者の救助・救援訓練 

① 地元住民による避難訓練 

② 避難所の開設・運営訓練  

③ 警察及び消防による土砂埋没車両からの救助訓練 

④ 孤立地区避難住民の海上輸送及びヘリコプターによる傷病者等の搬送訓練 

⑤ 災害協定を締結している民間企業による物資の輸送訓練 

⑥ 防災展示コーナーの開設  等 

 

５．参加機関・団体(５０団体(予定)) 

島根県警察、鳥取県警察、安来市消防本部、第八管区海上保安本部、陸上自衛隊第１３

偵察隊、陸上自衛隊第３０４施設隊、陸上自衛隊第１３飛行隊、中国地方整備局、松江

地方気象台、島根県医師会、島根県看護協会、日本赤十字社島根県支部、日本赤十字社

鳥取県支部、島根県社会福祉協議会、安来市消防団、安来市住民 ほか 
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島根原発２号機の審査等の状況について 

１. 主な経過 

令和３年９月15日  原子力規制委員会が原子炉設置変更を許可 

令和４年６月２日  知事が県議会で事前了解をする旨を表明 

令和５年８月30日  原子力規制委員会が設計及び工事の計画を認可 

令和５年９月11日  中国電力（株）が原子力規制委員会へ使用前確認を申請 

２. 今後の予定 

(1) 保安規定変更認可申請については審査中 

(2) 現場では安全対策工事を実施中（令和６年５月完了予定）であり、並行して 

新設機器等の使用前の検査を実施中（使用前事業者検査） 

(3) 原子力規制委員会は、この検査が適切に実施されていることを確認（使用前 

確認） 

(4) 上記(1)～(3)の新規制基準適合性審査に係る対応とは別に、機器等の高経年 

化技術評価結果を保安規定に反映するための審査も別途実施中 

３. 県の対応 

(1) 引き続き審査状況を注視するとともに、安全対策工事に伴う機器据付や性能 

試験等の状況を確認 

(2) 燃料装荷や原子炉起動など、運転再開までの主要なタイミングで都度現場に 

立ち会い、機器操作や検査等の状況を確認 

 
【参考：島根原発２号機の新規制基準適合性に係る審査及び検査の状況】 

 

 

 

 

 

 
 

原子炉設置変更許可の審査 
（基本設計に関する審査） 
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可 

 使用前事業者検査（中国電力） 
 

使用前確認（国） 設計及び工事の計画の認可の審査 
（詳細設計と工事計画に関する審査） 

保安規定変更認可の審査 
（手順・体制に関する審査） 

新
規
制
基
準
適
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性
審
査 

営
業
運
転
再
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現在 

中国電力（株）の計画 

認
可 

認
可 

令和６年８月 
原子炉起動 

９月 

（※）高経年化技術評価に関する審査も別途実施中 
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令和５年度 島根県原子力防災訓練について 

１． 概要 

島根県地域防災計画（原子力災害対策編）に基づき、防災関係機関相互の連携 

による防災対策の確立、防災業務関係者の技術習得及び住民参加による原子力

防災に対する理解の向上等を目的として実施 

２． 日程・訓練項目 

訓練日 主な訓練項目 

10 月 19 日

（木） 

① 自治体等の初動対応訓練 

② 学校・保育所等の避難措置等訓練 

③ 緊急時モニタリング訓練 

11 月５日

（日） 

① 緊急速報（エリア）メールによる広報訓練 

② 住民避難訓練 

・ 松江市、出雲市、安来市及び雲南市の住民が県内外へ 

実動避難 

③ 避難退域時検査訓練 

（その他個別訓練） 

９月30日（土） 実動組織（自衛隊）による空路・海路避難措置訓練 

11月７日（火） 社会福祉施設の避難措置等訓練（ＵＰＺ圏内） 

11月８日（水） 病院の避難措置等訓練 

11月９日（木） 社会福祉施設の避難措置等訓練（ＰＡＺ圏内） 

３．参加機関 

国、２県６市、地域住民、自衛隊、各警察本部、学校、病院、社会福祉施設、 

中国電力㈱ ほか 

４． 重点項目 

(1) 住民避難広報と連携した実動避難訓練 

・ 地区別広域避難計画パンフレットを活用した住民避難訓練の実施 

(2) 多様な主体と連携した実動避難体制の確認 

・ 「原子力防災に関する協力協定」を締結した中国電力㈱や、国、実動組織等

関係機関と連携した避難体制についての確認 

(3) 避難行動要支援者の避難手順の確認 

・ 複数の社会福祉施設における訓練の実施及び他施設からの見学の受け入れ 

防 災 地 域 建 設 委 員 会 資 料 
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